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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

令和６年度 総括研究報告書 

在宅医療における検体検査の質の確保に資するための研究 

研究代表者  小谷 和彦  自治医科大学 地域医療学センター地域医療学部門 教授 

研究要旨 

【研究目的】 

わが国では在宅医療が推進されている。在宅医療で臨床検査は実施されているが、その実施には外

来医療や入院医療とは検体の搬送や多職種の関与等で異なる面がある。臨床検査の精度管理をはじめ

とする品質確保に対して以下について検討した：①在宅医療における臨床検査の精度管理を含む実施

状況の調査、②在宅医療における基本的検査セットの策定、③臨床検査の品質保証のための多職種向

けチェックリストの作成。 

【研究方法】 

①在宅医療における臨床検査の精度管理を含む実施状況の調査 

1）アンケート調査；全国の機能強化型在宅療養支援診療所ならびに機能強化型在宅療養支援病院か

ら、層化無作為的に 1,000 施設を抽出した。検査の実施、精度管理、パニック値等についてのア

ンケート調査票を送付し、回答を得た。 

2）インタビュー調査；在宅医療従事医師（10 人）に対し、精度管理等についてインタビュー調査を

実施した。 

②在宅医療における基本的検査セットの策定 

全国の現場の実態に加えて、在宅医療と臨床検査の両方を専門とする研究者間での合議を経て検

査セットを策定した。在宅医療の現場で汎用される検査項目および比較的高頻度に診療する病態に

対する検査項目のセットを選定することにした。 

③臨床検査の品質保証のための多職種向けチェックリストの作成 

1）精度管理に関する用語の認知；日本在宅医療連合学会大会への参加者に聞き取った集計データを

分析した。特に精度管理の用語ならびに精度管理に用いる校正やコントロール（試薬）という用

語の認知の程度を観察した。 

2）チェックリストの作成；精度管理に関する用語の認知度や本研究班の経験を踏まえて、多職種に

理解され、基本的な検査項目に対応して活用されるレベルになるようにリストを試案した。 

【結果と考察】 

①在宅医療における臨床検査の精度管理を含む実施状況の調査 

1）アンケート調査；222（22.2%）の施設から有効回答を得た。検体検査は 99.5％で実施されていた。

看護師（86.4％）、医師（79.6％）、臨床検査技師（4.1％）が検体採取に関わっていた。衛生検

査所（検査センター）等に外部委託（外注）しての実施が 86.4%、自施設での実施が 68.3％、POCT

での実施は 40.3％にみられた。検体採取から測定の実施までに 3 時間以上かかるとの回答は

67.4%であった。精度管理について「知っている」との回答は 35.8%であり、自施設で検査をして

いる場合での精度管理の実施は 38.7%であった。精度管理の実施は、診療所で 28.6%、病院で 82.9%

であった。パニック値について「知っている」との回答は 78.3%にみられ、パニック値が認めら

れた場合には、患者さんの状態を確認する（87.3％）、再検査する（55.3％）、多職種で情報共

有する（46.7％）対応等がとられていた。 

2）インタビュー調査；検査は、在宅看取り時を除く、定期的なフォローアップ時、病状変化時、入

院の要否判断時等で必要とされた。POCT は感染症等で活用されていた。検体検査の精度管理に関

して、測定前の温度、時間、振動への対策等が必要になると認識されていた。 

今回のアンケート調査やインタビュー調査を通じて、全国の在宅医療の現場での検査に関する実態

が明らかになった。精度管理の実施率は必ずしも高くない様子にあるが、これに関する法的な周知が
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研究組織 

分担研究者 

 山中 崇    東京大学大学院 医学系研究科在宅医療学講座 特任教授 

 坂本 秀生   神戸常磐大学 保健科学部医療検査学科 教授 

 井越 尚子   女子栄養大学 栄養学部保健栄養学科 教授 

 高崎 昭彦   四日市看護医療大学 看護医療学部臨床検査学科 教授 

 北井 真紀子  四日市看護医療大学 看護医療学部看護学科 講師 

Ａ．研究目的 

わが国では在宅医療が推進されている。在宅医

療において、急変時の病状判断や慢性期の疾病管

理に対して、臨床検査、特に検体検査による結果

（値）は客観性を持つことから有用性を発揮する

場面がある。在宅医療では、医療機関外で検体を

取り扱う。施設に備え付けられた装置による検査

ではなく、在宅医療の現場で測定できる各種の臨

床現場即時検査（Point-of-Care Testing〔POCT〕）

で対応することもある。また、在宅医療には多職

種連携は欠かせないが、検査の専門家ではない職

種がその実施に関与することもある。このように、

在宅医療における臨床検査については、外来医療

や入院医療とは異なる様相があり、まさに‘在宅

検査’という分野が開拓され始めている。 

こうした中で、在宅医療での検査に関しては課

題が指摘されている。検体検査について、「医療法

等の一部を改正する法律」（平成30年 12月）が施

行され、その測定に関して精度管理をはじめとす

る医療品質の確保（保証）が求められるようにな

った。在宅における検査の品質確保はその医療の

質の確保に繋がるとして重要視されるが、在宅医

療での検査の品質確保に係る実態は十分に検討さ

れてきていない。また、品質確保を議論するため

の検査項目を想定する上で、在宅医療の基本的検

査を整理することも必要になる。さらに、臨床検

査の品質確保に対して多職種の共通認識を促す方

策については検討事案である。 

進みつつある段階であること、外注での検査の実施が主流であること、臨床検査技師の関与が少ない

こと等が背景にあると推察する。また、在宅医療での検査の品質保証には測定時のみならず、検体採

取や搬送時の測定前工程への考慮がより求められることもあらためて確認できた。 

②在宅医療における基本的検査セットの策定 

スクリーニング、全身的な病態把握、総合判断に有用で、日常的に測定できる項目を基本セットと

して策定した。これは、初回診察時、定期的診察時、緊急時に、適宜選択的に組み合わされることを

前提とした。次いで、在宅医療で比較的高頻度に診療する病態（栄養評価、感染症、心不全）に対す

る検査項目をオプションセットとして策定した。患者さんの情況に即して検査は実施されるものでは

あるが、今回のセット化によって診療の効率化のほかに、品質確保を議論するための検査項目を具体

的にイメージできるようになると思われる。 

③臨床検査の品質保証のための多職種向けチェックリストの作成 

1）精度管理に関する用語の認知；153 人から職種別にみると、精度管理、また校正・コントロール

の用語の意味に対する認知度は、医師（72 人）でそれぞれ 62.5％、54.2％、看護師（78 人）で

41.8％、30.0％、臨床検査技師（3人）で 100.0％、100.0％であった。 

2）チェックリストの作成；簡易性を主眼に、精度管理の基本的事項に対するカスケード方式のリス

トと、品質確保を念頭に置いたチェックボックス方式のリストを試案した。多職種の共通した理

解や関与が進むように、特に後者のリストでは測定前から測定時や測定後の工程を含めたことが

特徴的で、広く活用可能と思われる。 

【結論】 

全国的な調査結果から、精度管理を含む検査の品質管理には在宅医療を取り巻く特異な設定が

関係していることが示唆される。この実情を踏まえた精度管理の普及啓発の活動、指針や手引き

の作成、学会や各種団体との組織的取り組み等が必要と考えられる。基本的検査項目セットによ

る議論や多職種用チェックリストの活用も一役買うと思われる。今回の一連の検討は、在宅医療に

おける臨床検査を伴うケアの発展、延いては在宅医療の質的向上に寄与することになると考えている。 
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そこで、こうした課題に対して、在宅医療や臨

床検査の専門家（看護師や栄養士を含む）による

研究班を構成し、以下について検討した。①在宅

医療における臨床検査の精度管理を含む実施状況

の調査、②在宅医療における基本的検査の策定、

③臨床検査の品質確保のための多職種向けチェッ

クリストの作成。一連の取り組みは、在宅医療の

現場での臨床検査を伴うケアの発展とともに、在

宅医療の質的向上に寄与することになると考えら

れる。 

 

Ｂ．研究方法 

①在宅医療における臨床検査の精度管理を含む

実施状況の調査 

1）アンケート調査 

日本医師会地域医療情報システム（JMAP）を用

いて、全国の機能強化型在宅療養支援診療所（単

独型、連携型）ならびに機能強化型在宅療養支援

病院（単独型、連携型）から、層化無作為的に1,000

施設を抽出した。抽出された医療機関の施設長宛

にアンケート調査票を送付し、回答を得た。調査

票の内容は以下とした：回答者や施設の属性、検

査の実態、精度管理、パニック値、検査に関する

意見。 

2）インタビュー調査 

日本在宅医療連合学会の指導的立場にある医

師を起点とした機縁法によって依頼した在宅医療

従事医師（10人）に対してインタビュー調査を実

施し、回答を得た。調査票の内容は以下とした：

回答者や施設の属性、検査を必要とする状況、検

査の実態、精度管理、パニック値、検査に関する

意見等。 

（倫理面への配慮） 

これらの調査については、自治医科大学附属病

院医学系倫理審査委員会での承認（臨大 24-056）

ならびに東京大学大学院医学系研究科・医学部倫

理委員会での研究登録（2024369NIe）を受けて実

施した。 

 

②在宅医療における基本的検査セットの策定 

「日常初期診療における臨床検査の使い方」

（日本臨床検査医学会）を一参照資料にした。さ

らに、前掲の「①在宅医療における臨床検査の精

度管理を含む実施状況の調査」におけるアンケー

トでは在宅医療で実施されている検査項目の回答

が収集され、また、インタビュー調査で具体的な

検査項目も挙げられた。これらの結果も参照資料

とした。すなわち、全国の現場の実態を踏まえつ

つ、在宅医療と臨床検査の両方を専門とする研究

者間での合議を加えてセットを策定した。 

③臨床検査の品質保証のための多職種向けチェ

ックリストの作成 

1）精度管理に関する用語の認知 

 多様な職種の参加が見込める日本在宅医療連合

学会大会（令和6年 7月開催）への参加者に会場

で無作為に聞き取りを行い、その集計データを分

析した。回答者の属性（施設種、職種）、精度管理

の用語ならびに精度管理に用いる校正やコントロ

ール（試薬）という用語の意味を知っているかど

うかについて問うた。 

（倫理面への配慮） 

この分析は、自治医科大学附属病院医学系倫理

審査委員会での承認（臨大24-076）を受けて実施

した。 

2）チェックリストの作成 

 精度管理に関する用語の認知度や、研究分担者

の経験を踏まえて、多職種に理解され、基本的な

検査項目に対応して活用されるレベルになるよう

にリストを試案した。研究分担者間の意見交換や

多職種の意見聴取を複数回行って（デルファイ法

に準じて）、リストを作成した。 

 

Ｃ．研究結果 

①在宅医療における臨床検査の精度管理を含む

実施状況の調査 

1）アンケート調査 

222（22.2%）の施設から有効回答を得た。機能

強化型在宅療養支援診療所が 82.6%を占めた。検

体検査は99.5％で実施されていた。在宅医療にお

いて臨床検査が必要であるとの回答は 92.8%にみ

られた。看護師（86.4％）、医師（79.6％）、臨

床検査技師（4.1％）が検体採取に関わっていた（複

数回答可）。衛生検査所（検査センター）等に外

部委託（外注）しての実施が86.4%、自施設での実

施が 68.3％、POCT での実施は 40.3％にみられた

（複数回答可）。検体採取から測定の実施までに

3時間以上かかるとの回答は67.4%であった。 

検査の精度管理について「知っている」との回

答は 35.8%であり、自施設で検査を実施している

場合に「精度管理を行っている」との回答は38.7%

であった。精度管理の実施を機能強化型在宅療養

支援診療所と病院に分けて比較したところ、診療
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所では28.6%で、病院では82.9%であった。 

パニック値について「知っている」との回答は

78.3%にみられ、パニック値が認められた場合には、

患者さんの状態を確認する（87.3％）、再検査す

る（55.3％）、多職種で情報共有する（46.7％）

対応等がとられていた（複数回答可）。 

2）インタビュー調査 

検査が必要とされる状況として、定期的なフォ

ローアップ時、病状変化時、入院の要否判断時等

が挙げられた。在宅看取りの時には、検査を実施

することは殆どないと考えられていた。POCTは感

染症等で活用され、即日の判断に有用とされた。 

精度管理に関して、温度、時間、振動への対策

等が必要になると認識されていた。パニック値に

際して、他所見を組み合わせて状況判断をしたり、

再検査をしたりする対応がとられていた。衛生検

査所への外注の場合に対応へのタイムラグが生じ

得ることも回答された。 

課題として、POCUS（Point-of-Care Ultrasound）

を含めた検査に関する研修機会や専門職の養成の

必要性、コスト面でのインセンティブへの要望等

が挙げられた。 

 

②在宅医療における基本的検査セットの策定 

基本的セットとして、スクリーニング、全身的

な病態把握、総合判断に有用と思われ、日常的に

測定できる項目を比較的広範囲に選定した（表1）。

これは、初回診察時、定期的診察時、緊急時に、

適宜選択的に組み合わされることを前提とした。

次いで、在宅医療で比較的高頻度に診療する病態

（栄養評価、感染症、心不全）に対する検査項目

をオプションセットとして選定した。 

 

表1 在宅医療における基本的検査（検体検査） 

1．基本的検査 

①血液学検査 WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、血液像 

②生化学検査 TP、Alb、AST、ALT、γ-GTP 、ALP、LD、HDL、LDL、TG、UN、Cr、UA、Na、 

K、 Cl, Ca、Glu、HbA1c 

③免疫学検査 CRP 

④尿検査 色調、混濁、比重、蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、ケトン 

2．栄養評価オプション 

①血液学検査 WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、血液像（リンパ球数） 

②生化学検査 Alb、ChE、T-cho、Glu、Na、K、Cl、Ca 

付記 ・CRPと併用し、炎症の存在を評価し得る 

・評価法としてCONUTスコア（栄養状態の4段階評価）を考慮する 

・経腸栄養管理時にはZn、Cu、Glu、HbA1c等の併用も考慮する 

3．感染症オプション 

①炎症の評価 WBC、血液像、CRP、（体温） 

②気道感染症 SARS-CoV-2抗原、インフルエンザ抗原等 

③肺炎 血液ガス、尿素窒素、（SpO₂）、（A-DROPスコア評価） 

④胆道感染症 AST、ALT、γ-GTP、D-Bil 

⑤尿路感染症 尿検査・尿沈渣、白血球、血液像、UN、Cr 

⑥皮膚軟部組織感染症 WBC、血液像、CRP、（皮膚の発赤、腫脹、局所の熱感） 

⑦施設入所時スクリーニング HBs抗原、HCV抗体、RPR、TPHA 

4．心不全オプション 

①血液学検査 Hb 

②生化学検査 Alb、AST、ALT、LDH、CK、UN、Cr、Na、K、Cl、NT-proBNP（eGFR＜30で

はBNP：NT-proBNPは腎排泄型であり、安定性に優れる） 



- 5 - 

③臨床検査の品質保証のための多職種向けチェッ

クリストの作成 

1）精度管理に関する用語の認知 

 全体で153施設（153人）からの聞き取りの集計

データを分析した。精度管理、また校正・コントロ

ールの用語の意味に対する認知の程度について、全

体では順に46.4％、39.2％であった。 

所属施設種別にみると、精度管理、また校正・コ

ントロールの用語の意味に対する認知度は、病院

（24施設）の場合で順に66.7％、54.2％、診療所

（103施設）で48.5％、43.7％、訪問看護ステーシ

ョンと介護施設（26施設）では19.2％、7.7％であ

った。 

職種別にみると、精度管理、また校正・コントロ

ールの用語の意味に対する認知度は、医師（72人）

で順に62.5％、54.2％、看護師（78人）で41.8％、

30.0％、臨床検査技師（3人）で100.0％、100.0％

であった。 

2）チェックリストの作成 

 2種類のチェックリストを作成した。一つは、簡

易性を主眼に、精度管理の基本的事項に対するカス

ケード方式で作成した（図1）。もう一つは、品質確

保を念頭に置いたチェックボックス方式で作成し

た（図2）。特に後者では、多職種は測定前から測定

時や測定後までの工程に関わり得ることから、その

工程において品質の確保に繋がる事項（例えば検体

採取時の注意点）もリストに盛り込むように努めた。 

 

図1 精度管理のためのチェックリスト（カスケード方式） 
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図 2 品質保証のためのチェックリスト（チェックボックス方式） 

 

Ｄ．考察 

①在宅医療における臨床検査の精度管理を含む実

施状況の調査 

在宅医療に従事する施設に対する全国アンケー

ト調査を行ったところ、ほぼ全ての施設で在宅医療

において臨床検査は実施されていた。またその必要

性も高く認識されていた。検体採取やパニック値の

情報共有において多職種の関与がみられた。インタ

ビュー調査もこれらと符合する結果が得られた。 

検体検査における精度管理は、医師または臨床検

査技師を責任者として実施するように定められて

いるが、実務を看護師等が分け持つこともあり得る。

こうした中、在宅医療の精度管理の意味に対する理

解の程度は必ずしも高いとは思われなかった。法律

的周知が徐々に進んでいるという現状であること、

外注での検査の実施が主流の施設が少なくないこ

と等の背景が影響している可能性があると推察す

る。在宅医療における検体検査の精度管理を推進す
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るためには指針や手引きの作成や啓発の機会等が

今後の検討事案になると思われる。また、診療所に

比べて病院での在宅医療では精度管理がより多く

実施されていることから、病院には臨床検査技師が

いることが関係していると想像される。診療所にお

いても臨床検査技師が関与することで、精度管理を

含めた検査の実施体制が整う可能性がある。 

 

②在宅医療における基本的検査セットの策定 

 「日常初期診療における臨床検査の使い方」（日

本臨床検査医学会）においては、外来診療や入院診

療に向けての過不足のない検査項目のリストが示

されてきている。今回、在宅医療を念頭に置いて、

好発病態を含めて基本的検査セットを策定した。こ

れにより、品質確保を議論するための検査項目を具

体的にイメージできるようになると思われる。また、

在宅医療で検査の実施が普及するにつれ、在宅医療

従事者からは、在宅医療の特異な環境や好発疾患に

合わせた項目セットがあると診療が効率化すると

の声があるが、これにも（部分的にではあるが）応

えることにもなろう。 

 今回の策定は、あくまでも基本型であり、個別の

病態や患者一人ひとりの情況に即して必要な検査

を加除すべきことは言うまでもない。実際に本セッ

トを活用してみての臨床的意義について、今後、検

討を進める必要があると考えている。 

 

③臨床検査の品質保証のための多職種向けチェッ

クリストの作成 

1）精度管理に関する用語の認知 

 今回、在宅医療に従事もしくは関心のある学会参

加者集団を対象にしたが、精度管理ならびに精度管

理に関する校正やコントロールという用語の意味

は、必ずしも十分に理解されている状況とは言い切

れなかった。精度管理に関して理解しているとする

割合は、病院よりも診療所で低かった点は、前掲し

た「①在宅医療における臨床検査の精度管理を含む

実施状況の調査」の結果とも一致していると考えら

れた。一般に、在宅医療は診療所が主流で実施され

ることを考えると、この診療所の実態は検討事案と

して取り上げていく必要があると思われた。職種別

では、医師が過半数を超える認知度を示したものの、

看護師等の職種との共通認識を進める必要性が示

唆される結果がみられた。臨床検査技師は回答者こ

そ少ない（在宅医療に参加している同技師の割合が

低いことを反映していると想定された）が、精度管

理に関してはよく認知しており、特に診療所での在

宅医療の実施に臨床検査技師の参加を促進するこ

ともさらに検討していく必要があると考えらえた。 

2）チェックリストの作成 

 今回、多職種に共通して理解され、また実際に活

用されることを志向してリストを作成した。レベル

感を若干変えて、2種のリストを用意した。チェッ

クボックス方式のリストは、多職種による精度管理、

ひいては検査の品質保証に繋がるように、測定前か

ら測定時や測定後までの工程を含めている点に特

徴がある。今後、これらのリストが使用されてブラ

ッシュアップされる、あるいは施設でカスタマイズ

されることに期待している。 

 

Ｅ．結論 

全国的な調査結果から、精度管理を含む検査

の品質管理には在宅医療を取り巻く特異な設定

が関係していることが示唆される。この実情を

踏まえた精度管理の普及啓発の活動、指針や手

引きの作成、学会や各種団体との組織的取り組

み等が必要と考えられる。基本的検査セットに

よる議論や多職種用チェックリストの活用にも

意義があると思われる。今回の一連の検討は、在

宅医療における臨床検査を伴うケアの発展、延いて

は在宅医療の質的向上に寄与することになると考

えている。 

 

Ｆ．健康危機情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

① 坂本秀生、井越尚子、高崎昭彦、北井真紀子、

山中崇、小谷和彦. 在宅医療における臨床検

査実施に関する実態報告～臨床検査専門家が

関与する必要性への示唆～臨床検査学教育 

17(1):23-29. 2025 

② 坂本秀生、松原大輔、小谷和彦. 在宅医療に

おけるPOCTの精度・品質の保証. 地域ケアリ

ング 27(5): 93-96.2025. 

③ 坂本秀生、小谷和彦. 在宅医療におけるPOCT

の品質の確保. 医療と検査機器・試薬 48(2): 

2025（印刷中）. 
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2． 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

令和６年度 分担研究報告書 

在宅医療における臨床検査の精度管理を含む実施状況の調査 

 研究分担者 山中  崇 東京大学大学院医学系研究科 在宅医療学講座 特任教授 

 研究代表者 小谷 和彦 自治医科大学 地域医療学センター地域医療学部門 教授 

 

研究要旨 

【目的】 

在宅医療における臨床検査について、精度管理を含めた実施状況を明らかにすることを目的とした。 

【方法】 

1．アンケート調査 

全国の機能強化型在宅療養支援診療所（単独型、連携型）ならびに機能強化型在宅療養支援病院（単

独型、連携型）から、層化無作為に 1,000 施設を抽出し、検査の実施、精度管理、パニック値等につ

いてアンケート調査を行った。 

2．インタビュー調査 

在宅医療に対する見識を有する医師（10人）に対して、検査の実施、精度管理、パニック値等につ

いてインタビュー調査を行った。 

【結果】 

1．アンケート調査 

有効回答率は 22.2%（222 施設）であった。そのうち、82.6%が機能強化型在宅療養支援診療所であ

った。在宅医療において臨床検査は 99.5％の施設で実施され、検査が必要であるとの回答は 92.8%で

あった。看護師（86.4％）、医師（79.6％）、臨床検査技師（4.1％）が検体採取に関わっていた。検

体検査の実施については、86.4%が検査センター等に外注しており、自施設では 68.3％、POCT（Point-

of-care testing）は 40.3％にみられた。検体採取から検査実施までに 3 時間以上かかるとの回答は

67.4%であった。検体検査の精度管理について「知っている」と回答した割合は 35.8%であり、自施設

で検査を実施している場合に「精度管理を行っている」と回答した割合は 38.7%であった。さらに、精

度管理を行っている割合を機能強化型在宅療養支援診療所と病院に分けて比較したところ、診療所で

は 28.6%、病院では 82.9%であった。パニック値について「知っている」との回答は 78.3%であり、パ

ニック値が認められた場合には、87.3%の医師が「患者の状態を確認する」等の対応を行っていた。 

2．インタビュー調査 

在宅医療において臨床検査が必要とされる状況として、定期的なフォローアップ時、病状変化時、

入院の要否判断時が挙げられた。一方、死期が近い場合や在宅看取りを決めている時のような療養場

所が確定している際には、臨床検査を実施する必要はないとの考えが多かった。精度管理については、

温度、時間、振動等への対策が必要とされた。パニック値が認められた場合には、他所見を組み合わ

せて状況判断をしたり、再検査をしたりする対応がとられていた。検査センターに外注している場合

には、検査の結果が FAX や電子アラートで通知され、タイムラグが生じ得ることも回答された。在宅

超音波検査に関する研修の機会、臨床検査技師の訪問に対する診療報酬での評価、在宅医療に従事す

る臨床検査技師の育成に関する要望があった。 

【考察】 

ほぼ全ての医師は在宅医療で臨床検査の必要性を認知し、実施していたが、検体検査における精度

管理の認知の程度は十分ではないと思われた。在宅医療が入院医療や外来医療とは異なる特性があり、

検査センターへの外注等が主流であることや臨床検査技師の関与が少ないこと等が関係していること

が推察される。在宅医療における検査の適正な実施や精度管理を推進するためには、指針や啓発、ま

た臨床検査技師の関与等が必要と思われる。 

【結論】 

本研究により、在宅医療における臨床検査の全国的な実施状況が示された。在宅医療において臨床

検査を適切に実施できるよう、支援策を含めた検討が求められ、これをもって在宅医療の質のさらな

る向上が期待される。 
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Ａ．研究目的 

現在、急速な高齢化の進行に伴い、在宅医療が推

進されている。さらに、医療的ケア児を含む幅広い

年代を対象として、多職種による生活の場での支援

としての在宅医療の必要性と重要性も高まってい

る。このように在宅医療が進展する中で、適切に治

療を行うためには診断が重要であり、その診断を支

える臨床検査は不可欠である。しかし、在宅医療の

対象である患者は、入院や外来とは状況が異なる。

また、在宅医療では検体の搬送や保管に関して様々

な課題が存在する。近年、在宅医療の提供機会は増

加しているものの、その設定での臨床検査の実施状

況については十分に把握されていない。そこで本研

究では、在宅医療における臨床検査の実施状況を明

らかにし、今後の検査のあり方について検討するこ

とを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 在宅医療を実施する医師を対象とするアンケー

ト調査、および在宅医療について見識を有する医師

を対象とする質的なインタビュー調査を行い、在宅

医療における検査の実施状況について検討した。 

 

1.アンケート調査 

日本医師会地域医療情報システム（JMAP）を用い

て、全国の機能強化型在宅療養支援診療所（単独型、

連携型）4,233施設、機能強化型在宅療養支援病院

（単独型、連携型）801施設から、層化無作為抽出

法により1,000施設を抽出した。それらの医療機関

の施設長宛に調査票を郵送し、郵送または Google

フォーム（オンライン）にて回答を得た。 

 

◆調査内容 

①回答者の属性について 

年齢、性別、医師免許取得年、在宅医療経験年数、

取得専門医資格、施設の所在地の郵便番号（上3桁）、

機能強化型在宅療養支援診療所または病院（連携型

または単独型）のいずれか、在宅医療の対象患者数、

在宅医療で検査を実施する職種 

②在宅医療で実施している臨床検査について 

必要性、検体検査や生理検査の実施項目、保管方

法、生理検査を実施する職種 

③在宅医療で実施している臨床検査における精度

管理について 

認知度、実施方法、課題 

④在宅医療で実施している検体検査におけるパニ

ック値の取扱い状況について 

認知度、対応内容、課題 

⑤在宅医療における臨床検査について、困っている

こと、課題、考えについて（自由記載） 

 

◆調査方法およびデータの取扱い 

①アンケート調査票を対象施設に郵送した。 

②回答方法はアンケート調査票の返送もしくはア

ンケートサイト（Google フォーム）にアクセスし

て回答した。 

③同意の得られた回答のみを集計対象とした。 

 

2.インタビュー調査 

日本在宅医療連合学会に所属して指導的役割を

担う医師の中から機縁法により依頼した医師（10

名）に対してインタビューを実施した。 

 

◆調査内容 

①回答者の属性について 

在宅医療の経験年数、取得専門医資格 

②施設の概要について 

診療体制、臨床検査技師の雇用、在宅医療対象患

者数 

③検査の実施について 

検体検査（種類、採取者、頻度、検査体制）、生

理検査（種類、検査体制） 

④自宅と居住系施設における臨床検査の違いにつ

いて（検体の取り扱いを含む） 

⑤臨床検査を必要とする状況について 

⑥現場即時型検査（Point-of-Care-Testing：POCT）

の活用について 

⑦精度管理の実施と課題について 

⑧パニック値の取り扱いと課題について 

⑨診断に係る課題と提案について 

⑩自由意見 

 

◆調査方法およびデータの取扱い 

①説明文書を用いて研究内容を説明し、研究参加の

同意を得た。 

②インタビューは許可を得て録音しながら実施し

た。 

③結果を帰納分析的にまとめた。 
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（倫理面への配慮） 

 本研究は自治医科大学附属病院医学系倫理審査

委員会で承認（臨大24-056）された後、東京大学大

学院医学系研究科・医学部倫理委員会に研究登録

（2024369NIe）を行い、東京大学大学院医学系研究

科・医学部長の実施許可を得て実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

1．アンケート調査 

有効回答は222名（有効回答率22.2%）より得ら

れた。 

 

①回答者について 

回答者の年齢は55.9±11.0歳（32～91歳）、男

性186名（86.9%）、女性28名（13.1%）、医師免

許取得後 29.1±12.1 年、在宅診療の経験年数は

16.3±11.3 年であった。訪問診療の対象患者数は

自宅76.3±96.8名、居住系施設89.1±221.2名で

あった。医師の専門領域は内科46.8%、外科18.6%、

総合診療科16.4%、その他の領域22.7%、特になし

13.2%であり、臨床検査専門医はいなかった（複数

回答可）。勤務する医療機関は、機能強化型在宅療

養支援診療所（連携型）68.0%、機能強化型在宅療

養支援診療所（単独型）14.6%、機能強化型在宅療

養支援病院（連携型）8.2%、機能強化型在宅療養支

援病院（単独型）9.1%であった。 

 

②在宅医療で検査を主に実施する職種について（複

数回答可） 

 

 

③在宅医療において臨床検査は必要だと思うか 

 

 

④在宅医療において臨床検査を必要とする対象者・

場面について（n=188） 

 全ての対象者（患者）との回答が最も多く、場面

としては定期的検査と急変時・体調不良時で、病態

については発熱･感染症、糖尿病、心不全、慢性腎

臓病などの慢性疾患が多く挙げられた。 

 

⑤在宅医療において臨床検査が必要ではない対象

者・場面について（n=149） 

 臨床検査が必要ない対象・場面はないという回答

が最も多かった。特定の状況については、エンドオ

ブライフや看取りの時期、本人･家族が希望しない

場合、安定した状態との回答が多かった。 

 

⑥在宅医療で実施している臨床検査（検体検査）に

ついて（n=222） 

検体検査を実施していると回答した者は 99.5%

であった。採取する検体は、血液99.5%、尿84.6%、

便 56.1%、喀痰 55.7%、その他 24.9%であった（複

数回答可）。検体を採取する職種は看護師 86.4%、

医師79.6%、臨床検査技師4.1%であった（複数回答

可）。検査センター等に外注して検査するのは

86.4%、診療所または病院、すなわち自施設に持ち

帰って検査するのは68.3%、検体を採取した場所で

検査する（POCT）のは 40.3％であった（複数回答

可）。 

 

⑦検体を採取した後に検査を実施するまでの時間

について（n=221） 
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⑧検体の保管方法について 

 

 

⑨検査用の容器の選択について（n=211） 

68.7%は「全て把握できている」と回答したが、

「選択するのに不明瞭なことがある」との回答が

31.3%にみられた。 

 

⑩定期的に検査する場合、検査する頻度（最も多い

場合）について（n=209） 

 6カ月または3カ月ということが多かった。 

 

  

⑪在宅医療で実施している臨床検査（生理検査）に

ついて（n=218） 

生理検査を実施しているとの回答は 79.8%であ

った。実施している生理検査の種類は、心電図検査

84.2%、超音波検査85.3%、呼吸機能検査6.8%（n＝

177）であり、生理検査を実施する職種は医師93.3%、

看護師60.1%、臨床検査技師11.2%であった（n=178）。 

 

⑫在宅医療で実施している臨床検査における精度

管理について 

 検体検査の精度管理について認知度を尋ねたと

ころ、「知っている」35.8%、「聞いたことがある」

40.9%、「知らない」23.3%であった（n=215）。自

施設で検査を実施している場合の精度管理につい

て、「精度管理を行っている」38.7%、「精度管理

を行っていない」53.4%、「状況により精度管理を

行っている」7.9%（n=191）であった。精度管理の

状況を、機能強化型在宅療養支援診療所と機能強化

型在宅療養支援病院に分けてみたところ、「精度管

理を行っている」割合は、機能強化型在宅療養支援

診療所28.6%であるのに対して、機能強化型在宅療

養支援病院82.9%であった。 

 精度管理を行う時に困ること、課題、考えについ

て、以下のような自由記載の回答がみられた。 

・当院は臨床検査技師が常駐しており、精度管理は

専門職の業務として行っている。しかし、常駐し

ていない医療機関では医師が精度管理を行うと

思われるが、正しく精度管理が行えているかにつ

いては業務経験がなく，自信が持てないのではな

いか（自分が診療所勤務のときはそうだった）。 

・管理のガイドライン、フローを作る必要がある。 

・コストがかかる。 

・検体回収までの時間で検査値に影響が出る。 

・酷暑時や寒冷時に、検査誤差が出ることがある

（血液ガス測定等）。 

・PCRの機器の使い方の理解が職員によりまちまち

である。 

 

⑬在宅医療で実施している検体検査におけるパニ

ック値の取扱い状況について 

 パニック値の認知度は、「知っている」78.3%、

「聞いたことがある」11.8%、「知らない」10.0%

（n=221）であった。パニック値を認めた場合の対
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応方法を決めているかの質問に対して、「患者の状

態を確認する」87.3%、「再検査を行う」55.3%、「多

職種で情報共有する」46.7%（n=197）であった。 

 パニック値への対応方法で困ること、課題、考え

について、次のような自由記載の回答が得られた。 

・パニック値の通知方法に関する事項に困る。 

・対応に時間がかかる。 

・再検査は容易ではない。 

・血清カリウム値・溶血に関する事項に困る。 

・病院との連携が困難な場合がある。 

・独居で充分対応できない事がある。 

 

⑭在宅医療における臨床検査について、困っている

こと、課題、考えについて 

 自由記載の回答として、次の記載がみられた。 

・検査結果が出るまでに時間がかかる。 

・コストが問題である。 

・検体採取後、測定するまでに時間がかかる（D-

dimer、アンモニア）。 

・エコー、POCT 等の検査機器が高価で導入できな

い。 

・高齢、脱水等で採血が難しい。 

・採血の検体保管が難しく測定しにくい項目があ

る。 

・超音波検査の経験が無いので画像診断に難があ

る。 

・予測外や緊急時の対応については病院内の医療

より迅速性が劣ることは前提で患者を選び診療

しており、それを患者家族も理解しているので、

パニック値対応についても実際はあまり困って

いない。 

・採血に関しては医師だけの診療と、医師＋看護師

または医師＋診療アシスタントの場合では閾値

が大きく変わると思う。検査による診療の質の差

は全国でもあると思う。質も担保される適切な検

査内容、頻度などが明らかになるとよいと思う。 

・夜間休日の検査に関して課題がある。 

 

2．インタビュー調査 

①インタビュー調査の対象者について 

インタビュー調査の対象者は10名で、在宅医療

の経験年数は7～34年、全員が機能強化型在宅療養

支援診療所（連携型）に所属していた。4名の医師

は臨床検査技師を2～5名雇用していた。 

 

②在宅医療における臨床検査の実施状況について 

1）検体検査について 

検体検査を採取する職種は医師、看護師、臨床検

査技師であるが、施設ごとに異なっていた。定期的

に検査を行う場合の頻度として、3～4か月、6～12

か月という回答が多かった。検査を行う場所につい

て、1名のみが基本的に自施設で検査を実施してい

たが、9名は検査センターに外注していた。 

2）生理検査について 

 実施する検査の種類は、心電図検査、ホルター心

電図検査、超音波検査、呼吸機能検査、睡眠時無呼

吸の検査、内視鏡検査（嚥下、胃瘻）などであった。

生理検査を行う職種として、医師、看護師という回

答が多かったが、臨床検査技師が生理検査を実施す

る施設もみられた。 

 

③自宅と居住系施設における臨床検査の違いにつ

いて 

 全員が、臨床検査の実施内容に違いはないと回答

した。 

 

④臨床検査を必要とする状況、必要ではない状況に

ついて 

1）臨床検査を必要とする状況について 

・定期的なフォローアップが必要なとき、状態を把

握するための検査は在宅医療で有用 

－心不全等の慢性進行性の病態 

－薬剤を変更した時 

・病状が変化した時 

－発熱時の採血検査、抗原検査（コロナ、インフ

ル）、デルマクイック、腫脹した時、嘔吐、電

解質異常、中心静脈ポートがある時の血液培養

検査、胸痛時の心電図検査など、病態を診断す

るための検査 

－入院するかどうかの判断に迷う時、療養場所の

変更が求められる場合 

・その他の状況 

－患者・家族に病状を理解してもらうために、終

末期にエコー検査を実施する場合がある 

－患者から求められた時 

－客観的にみた方がよいと判断した時 

2）臨床検査が必要ではない状況について 

・死期が近い時、ホスピス 
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・在宅看取りで、療養場所が確定している時 

・初診時は検査するが、病態が安定している状態

（必要以上に行わない） 

・採血するときに痛みが強い場合 

・患者・家族が穏やかに過ごしたいと希望している

時 

 

⑤POCTの活用状況について 

・血糖値、血液ガス、PT-INR、新型コロナウイルス、

インフルエンザの抗原検査、デルマクイック、尿

検査 

・当日結果を確認する必要がある時 

－入院するかどうか当日中に決める必要がある

時 

－肺炎と心不全の鑑別など、診断により治療方針

が異なる場合 

－小児 

 

⑥精度管理の実施状況と課題について 

・採血してから時間が経過すると血清カリウム値、

アンモニアは上昇する。冬は血清カリウム値の変

動が大きい。 

・温度の管理、振動の低減を図るため、検体ボック

スを使用している。 

・温度管理をしている。冷蔵して搬送している。検

体、試薬、機材をまめに持ち運んでいる。 

・自施設で臨床検査技師が測定する施設もあるが、

多くは検査センターで測定している。 

・検査センターは夕方検体を回収しに来る。それ以

降は翌日に持ち越しになる。土曜日は休みのため、

検体を採取する時に回収に来てもらう。 

・遠心分離は行っていない。という回答があった。 

 

⑦パニック値の取り扱い状況と課題について 

・検査センターで再検してから連絡が来るため、検

査値は信頼して対応する。 

・再検査を行う。別の検査や所見から傍証を得る。 

・午前中に検体を提出した結果は同日中に、通常は

夕方検体を提出して翌朝 FAX または電子的にア

ラート通知が届く。FAXで至急の場合は2～3時、

それ以外は翌朝報告が来るため、朝になってから

確認する。 

最初にパニック値を確認するのは医師である施

設が多いものの、看護師が確認して医師が対応する

施設もあった。 

 

⑧臨床検査に関する課題等の自由意見 

・超音波検査について 

－自分の得意分野しかできない。リスキリングの

機会があるとよい。 

－研修医は十分エコーを学ぶ機会がない。尿閉な

ど検査のニーズはある。 

－POCUSについてスキルの均一化が望ましい。 

－看護師のエコー検査について、残尿検査等を見

直してもよいと思う。 

－他のクリニックから依頼されるエコー検査に

対して診療報酬を算定できるとよい。 

－エコー検査機器を購入する際に補助（助成）が

あるとよい。 

・診療報酬について 

－慢性進行性の病態を評価する際に、BNP値の測

定は月2回以上認められない。 

－臨床検査技師がエコー検査を行っても実施料

しか算定できない。臨床検査技師、放射線技師

に在宅加算が付くとよい。 

－検査機器は高いので採算がとれない。1日1回

程度の使用では採算がとれない。できる範囲で

診療することを説明して同意してもらってい

る。それで困ることはあまりない。 

・検査センターについて 

－採算がとれないため事業を縮小している検査

センターがある。安定して事業が継続できるよ

うになるとよい。 

－検査結果が即日出るとよい。 

－できれば土日も検体を回収しに来てほしい。 

・臨床検査技師について 

－臨床検査技師は何ができるかを理解して、雇用

している。 

－輸血、エコーは臨床検査技師が積極的に実施し

ている。 

－在宅医療に従事する臨床検査技師の育成が必

要である。 

・その他 

－休日に培養検査する場合、常温で検体を保管し

てよいかどうか分からない。 

－在宅医療向けの項目セットがあるとよい。 

－臨床検査の必要性が医師に周知されていない。

寄り添う医療だけではない。 
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－患者の意向確認、検査に対する哲学が必要であ

る。 

－医師に対してPOCTの種類や必要性を周知する

必要がある。 

－睡眠時無呼吸検査の普及が望まれる。 

 

Ｄ．考察 

在宅医療において臨床検査は、診療の質を確保す

るために必要である。しかし、在宅医療では入院や

外来の診療と比較して、患者の状況や検体の取り扱

い方法に異なる点が存在するが、検査の実態は分か

っていない。本研究は、在宅医療を実施する医師を

対象としたアンケート調査と、在宅医療に高い見識

を有する医師へのインタビュー調査を実施し、在宅

医療における臨床検査の実施状況を明らかにする

ことを目的として実施した。 

アンケート調査は、全国の機能強化型在宅療養支

援診療所および病院を対象に、層化無作為抽出法を

用いて実施した。本調査から、在宅医療を実施する

全国の医療機関における臨床検査の実態を知るこ

とができると考えられた。さらに、アンケート調査

では把握しきれない視点を補うため、インタビュー

調査も併せて行った。 

アンケート調査、インタビュー調査のいずれにお

いても、ほとんどの医師は在宅医療において臨床検

査は必要であると考えていた。検査を実施する職種

は医師と看護師が中心で、臨床検査技師の在籍は少

なかった。臨床検査の実施場面は、定期的に行う場

合と臨時で行う場合に大別される。定期的に行う検

査は、訪問診療開始時や慢性疾患の経過観察を目的

として行われ、臨時で行う検査は、急変や体調不良

時に原因疾患を診断するために行われることが多

かった。一方で、看取りの時期や患者・家族が検査

を望まない場合には、検査は敢えて実施しないとい

う判断が行われていた。 

検体検査は血液検査および尿検査を中心に、ほぼ

全ての医師が実施していた。検体採取後に検査を実

施する場所は、検査センターが最も多く（86.4%）、

定期的に検査する場合の頻度は3か月～6か月毎が

多かった。生理検査では、心電図検査や超音波検査

を中心に、79.8%の医師が実施していた。 

在宅医療を担う医療機関において、検体検査の精

度管理は努力義務とされている。今回、精度管理に

関する認知度を尋ねたところ、「知っている」が

35.8%、「聞いたことがある」が40.9%、「知らない」

が23.3%であった。また、自施設で検査を実施して

いる場合に「精度管理を行っている」と回答した割

合は38.7%であった。条件が異なるために単純に比

較はできないが、一般的な診療所では検査を自施設

で行う割合は39～50%と低いものの、血球算定や生

化学的検査を中心に精度管理は 84～90%で実施さ

れていたとされる 1。この調査が行われた平成29年

の時点で、一般診療所は101,471施設で、在宅療養

支援診療所は13,445施設であり、そのうち機能強

化型在宅療養支援診療所は約 30%（約 4,000 施設）

と推計される。外来診療を主体とする診療所では新

たな疾患の診断や急性期疾患の診療を担うための

検査を自施設で実施するケースが多く、それに伴い

精度管理も普及していると考えられる。一方、訪問

診療や往診を中心とする機能強化型在宅療養支援

診療所では、検査を外部委託（外注）する割合が高

く、これは精度管理への理解が進まない要因の一つ

になるかもしれない。さらに、機能強化型在宅療養

支援診療所と病院で精度管理の実施率を比較した

ところ、診療所では28.6%、病院では82.9%であっ

た。病床を有する病院には臨床検査技師が在籍して

いるため、適切な精度管理が行われている可能性が

ある。今後、在宅医療を実施する診療所においても、

臨床検査技師が関与する体制づくりや、精度管理の

ための指針や手引きによる啓発等が求められる。 

また、在宅医療では検体採取から測定まで時間が

かかる場合が多く、1 時間以内に測定する割合は

33.1%にとどまっていた。検体検査においては、検

体輸送・保管中の温度・振動・時間等が測定精度に

影響する。今回の調査では、温度の管理や振動の低

減等に努める様子がみられたが、検体は多くの場合、

夕方にまとめて検査センターに搬送されていた。今

後は、POCT（Point-of-Care-Testing）の活用、在

宅医療向け検体安定化技術の開発等が望まれる。 

さらに、患者の生命を守るため、パニック値に対

しては迅速かつ適切な対応が求められる。パニック

値については78.3%の医師が「知っている」と回答

し、パニック値を認めた際には87.3%の医師が患者

の状態を確認していた。外注では検体を採取した翌

朝にパニック値が通知されることもあり、検体保管

中の影響も考慮しつつ、医師はパニック値の背景を

経験的に判断して対応している実態が明らかとな

った。検査センターと医療機関との連携体制のあり
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方は課題である。 

その他に、診療報酬制度における臨床検査の評価、

在宅超音波検査のスキルの修得、在宅医療に従事す

る臨床検査技師の育成が課題になり得る。本研究の

結果をふまえ、在宅医療における臨床検査の適切な

実施への支援策を含めて検討していくことが期待

される。 

 

文献 

1．平成29年度 厚生労働行政推進調査事業費補助  

金「臨床検査における品質・制度の確保に関する  

研究」（研究代表者：矢冨裕）総括報告書の別紙 

1、p5-6． 

 

Ｅ．結論 

本研究により、在宅医療における臨床検査の全国

的な実施状況と課題が示された。在宅医療において

臨床検査を適切に実施できるよう、支援策を含めた

検討が求められ、これをもって診療の質のさらなる

向上が期待される。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

なし 

 

2．学会発表 

 なし 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

令和６年度 分担研究報告書 

在宅医療における基本的検査セットの策定 

研究分担者  山中 崇  東京大学大学院医学系研究科 在宅医療学講座 特任教授 

 

研究要旨 

臨床検査の品質確保を議論するための検査項目を想定する上で、在宅医療の基本的検査を整理する

ことが必要になる。また、在宅医療従事者からは、診療の円滑化に向けて「在宅医療向けの項目セッ

トがあるとよい」という声もある。外来や入院の医療では、「日常初期診療における臨床検査の使い方」

（日本臨床検査医学会）が既に策定されているところである。そこで、各種資料に加えて、在宅医療

と臨床検査のエキスパート間での合議によって、在宅医療におけるスクリーニング、全身的な病態把

握、総合判断に有用と思われ、日常的に測定できる項目を比較的広範囲に選定して、検体検査の基本

セットを策定した。次いで、在宅医療で比較的高頻度に診療する病態（栄養評価、感染症、心不全）

を主としてオプションセットとして策定した。在宅医療では状況や個別性にも配慮しながら、検査は

実施されることを前提として、この検査セットの提案についてさらにその意義を検討したい。 

 

Ａ．研究目的 

昨今、在宅医療のニーズは一層高まっている。在

宅医療を受ける多くの患者は高齢者であり、多疾患

併存に伴い多剤を服用し、定期フォローや入院・死

亡のリスク対応が必要である 1。適切な臨床検査の

実施が求められる。 

在宅医療における検体検査は、検体採取から測定

までに時間がかかる、温度変化や移動に伴う振動の

影響を受ける等の、外来診療や入院診療とは異なる

特有の課題を抱えている。在宅医療における基本的

検査については、これまで個別の検査への提案は散

見されるものの、在宅医療に特化した臨床検査の基

本型に関する見解は存在しない。 

臨床検査の品質確保を議論するための検査項目

を想定する上で、在宅医療の基本的検査を整理する

ことが必要になる。また、在宅医療従事者からは、

診療の円滑化に向けて「在宅医療向けの項目セット

があるとよい」という声もある。外来や入院の医療

では、「日常初期診療における臨床検査の使い方」

（日本臨床検査医学会）2が既に策定されている。

そこで、本研究では、在宅医療における基本的検査

セットを提案する。 

 

Ｂ．研究方法 

「日常初期診療における臨床検査の使い方」（日

本臨床検査医学会）2を参照資料にした。さらに、

前掲の「在宅医療における臨床検査の精度管理を含

む実施状況の調査」におけるアンケート調査では在宅

医療で実施されている検査項目の回答が収集され、

また、インタビュー調査で具体的な検査項目も挙げら

れた。これらの結果も参照資料とした。在宅医療と臨

床検査の両方を専門とする研究者間での合議を加え

て検査セットを策定した。 

 

Ｃ．研究結果 

2種のセットを提案することにした。 

1．在宅基本セット（全身把握・総合セット・スク

リーニング用） 

診療場面（初回、定期、緊急）でその項目の使用

比重を調整する。 

2．病態に応じたオプションセット 

①栄養評価セット 

②感染症セット 

③心不全セット 

 

在宅医療における基本的検査（検体検査） 

1．在宅基本的検査 

・血液学検査：白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘ

マトクリット、血小板、血液像 

・生化学検査：血清総蛋白濃度、血清アルブミン、

AST、ALT、γ-GTP、ALP、LD、HDLコレステロール、

LDLコレステロール、中性脂肪、尿素窒素、クレ

アチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、血糖、HbA1c 

・免疫血清学検査：CRP 

・尿検査：色調、混濁、比重、蛋白、糖、潜血、ウ

ロビリノーゲン、ケトン 

注）ただし、診療場面（初回、定期、緊急）でその

項目の使用比重を調整する。基本的検査の項目に全
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ての検査項目は含まれていないため、個別の状況に

応じて必要な検査を追加して実施する必要もある。 

2．栄養評価オプション 

・血液学検査：白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘ

マトクリット、血小板、血液像（リンパ球数） 

・生化学検査：血清アルブミン、コリンエステラー

ゼ、総コレステロール、血糖、Na、K、Cl、Ca 

・免疫血清学検査：CRPとの併用により、炎症との

鑑別を可能にする 

・評価法：CONUT スコア（栄養状態の 4 段階評価） 

・経腸栄養管理時にはZn、Cu、Glu、HbA1c 等も併

用する 

 

3．感染症オプション 

・炎症の評価：白血球、血液像、CRP、（体温） 

・気道感染症：SARS-CoV-2抗原、インフルエンザ抗

原など 

・肺炎：血液ガス、尿素窒素、（SpO₂）、（A-DROPス

コア評価） 

・胆道系感染症：AST、ALT、γ-GTP、D-Bil 

・尿路感染症：尿検査・尿沈渣、白血球、血液像、

UN、Cr 

・皮膚軟部組織感染症：白血球、血液像、CRP、（皮

膚の発赤、腫脹、局所の熱感） 

・施設入所時スクリーニング：HBs抗原、HCV抗体、

RPR、TPHA 

 

4. 心不全オプション 

・血液学検査：ヘモグロビン 

・生化学検査：血清アルブミン、AST、ALT、LDH、

CK、尿素窒素、クレアチニン、Na、K、Cl、NT-proBNP

（eGFR＜30ではBNP） 

（補足： NT-proBNPは腎排泄型であり、安定性に優

れる） 

 

在宅医療における基本的検査（検体検査）（一覧） 

1．基本的検査 

①血液学検査 WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、血液像 

②生化学検査 TP、Alb、AST、ALT、γ-GTP 、ALP、LD、HDL、LDL、TG、UN、Cr、UA、Na、 

K、 Cl, Ca、Glu、HbA1c 

③免疫血清学検査 CRP 

④尿検査 色調、混濁、比重、蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、ケトン 

2．栄養評価オプション 

①血液学検査 WBC、RBC、Hb、Ht、Plt、血液像（リンパ球数） 

②生化学検査 Alb、ChE、T-cho、Glu、Na、K、Cl、Ca 

コメント ・CRPとの併用により、炎症との鑑別を可能にする 

・評価法としてCONUTスコア（栄養状態の4段階評価） 

・経腸栄養管理時にはZn、Cu、Glu、HbA1cなども併用する 

3．感染症オプション 

①炎症の評価 WBC、血液像、CRP、（体温） 

②気道感染症 SARS-CoV-2抗原、インフルエンザ抗原等 

③肺炎 血液ガス、尿素窒素、（SpO₂）、（A-DROPスコア評価） 

④胆道感染症 AST、ALT、γ-GTP、D-Bil 

⑤尿路感染症 尿検査・尿沈渣、白血球、血液像、UN、Cr 

⑥皮膚軟部組織感染症 WBC、血液像、CRP、（皮膚の発赤、腫脹、局所の熱感） 

⑦施設入所時スクリーニング HBs抗原、HCV抗体、RPR、TPHA 

4．心不全オプション 

①血液学検査 Hb 

②生化学検査 Alb、AST、ALT、LDH、CK、UN、Cr、Na、K、Cl、NT-proBNP（eGFR＜30で

はBNP） 

（補足： NT-proBNPは腎排泄型であり、安定性に優れる） 
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Ｄ．考察 

日常診療において、臨床的、経済的に適切と考え

られる検査の選択と使い方についての「日常初期診

療における臨床検査の使い方－基本的検査」が既に

ある 2。在宅医療の設定でも、同様な策定があると、

臨床検査の使い方の効率化、また品質管理の議論が

容易になり得る。 

実際には、在宅医療を受ける人の疾患や病期、療

養に対する価値観は様々であり、一人ひとりの状況

にあわせた検査の実施が求められる。例えば、疾患

の進行期にある人や、生命予後が限られていると推

察される人（老衰、がんのエンドオブライフ、進行

期非がん疾患の緩和ケア対象者）もいれば、臓器不

全、在宅人工呼吸療法、在宅腹膜透析療法など、積

極的な医療管理を必要とする人もいる。対象者に応

じて必要とされる検査項目は多様であるが、全身状

態の評価、生命予後の予測、適切な病態管理と薬物

治療のためには、共通して使い得る臨床検査という

考え方も必要になる。 

今回、在宅医療における臨床検査の基本型、なら

びに高頻度にみられる病態別にオプションセット

を、以下のように作成した： 

・在宅医療を受ける人全般に共通して実施すべき

「在宅基本的検査」 

・栄養状態を評価して支援を行うための「栄養評価

オプション」 

・在宅医療で生じる機会が多い感染症に対応する

ための「感染症オプション」 

・疾病罹患者が多い心不全に対する「心不全オプシ

ョン」 

 

1. 在宅基本的検査 

訪問診療を開始する際、および経過観察のために

実施する検査として、いくつかの項目が位置づけら

れている。まず、血清アルブミンと生命予後の関係

については、これまでの研究で示されている 3。全

身状態を評価するために、血清アルブミンやヘモグ

ロビンの測定が有用である。これらは栄養状態や貧

血の程度を反映し、患者の全体的な健康状態を把握

する上で重要な指標となる。 

また、在宅医療を受ける患者の多くで多剤併用が

行われており、これに伴う薬物治療のモニタリング

は欠かせない。特に肝機能や腎機能のモニタリング

は不可欠である。薬剤の代謝や排泄が肝臓や腎臓に

依存しているため、これらの臓器機能の定期的な評

価は、薬物治療の安全性を確保するために重要であ

る。 

さらに在宅医療を受ける患者の多くで、認知症、

心不全、糖尿病などの疾患が認められる。特に、認

知症や心不全の管理は、患者の生活の質を維持する

上で重要な要素である。これらの疾患に関連する検

査項目について定期的に実施することが推奨され

る。 

このように、訪問診療を開始する際や経過観察時

に実施する検査として、全身状態を評価するための

基本的な検査は重要であり、それに加えて、多剤併

用や疾患に基づく適切なモニタリングが必要であ

る。 

 

2. 栄養評価オプション 

 在宅医療を受ける高齢者では、栄養摂取が減少し

ている場合が多くみられる。栄養状態は生命予後と

密接に関連しているため、栄養支援はとても重要で

ある。そのため、適切な栄養評価を行い、必要な栄

養支援を提供することが求められる。 

栄養状態を評価する方法の一つとして、CONUTス

コア(Controlling Nutritional Status)4がある。

これは 2003 年に ESPEN（欧州静脈経腸栄養学会）

により発表された栄養評価法であり、蛋白代謝、脂

質代謝、免疫能を反映した指標となっている。CONUT

スコアでは、栄養状態は正常、軽度、中等度、高度

の4段階で評価される。このスコアを使用すること

で、栄養不良の程度を適切に判断することが可能で

ある。 

栄養評価の方法はCONUTスコアに限らず、蛋白栄

養障害を反映する血清蛋白の測定も有用である。特

に、血清蛋白は栄養状態の変化を反映するため、栄

養支援の効果を判定する際に重要な指標となる。血

清蛋白の半減期は次のように異なる。 

・アルブミン-21日 

・トランスフェリン-7日 

・トランスサイレチン-2日 

・レチノール結合タンパク-0.5日 

栄養状態の変化や栄養支援の効果を判定する際

には、これらの指標を適切に選択する必要がある。

また、レチノール結合タンパク、トランスサイレチ

ン、トランスフェリンは、栄養状況だけでなく、感

染や炎症の影響を受けやすいため注意が必要であ

る。そのため、これらの指標を評価する際には、CRP

（C反応性蛋白）などの炎症マーカーを同時に測定
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して判断する。さらに、経腸栄養療法を行う時は微

量元素の不足にも留意する必要がある。 

 

3．感染症オプション 

在宅医療において感染症の診療を行う機会は多

い。感染症を疑う時は、全身の炎症の評価、すなわ

ち白血球数、白血球分画, 血小板数, CRPおよび体

温（発熱）などの生体反応を評価して、炎症の程度

を評価する。ただし、白血球数やCRP等、炎症の指

標だけでは、炎症を生じている臓器を診断すること

はできない。感染症の場合は、臓器特異的なパラメ

ータと臨床所見より、臓器レベルで感染症を評価す

る必要がある。たとえば、肺炎（特に誤嚥性肺炎）

を疑う場合には、SpO2、血液ガス等とともにA-DROP

で評価するなど、総合的に判断する必要がある。さ

らに、施設入所時には一定のスクリーニング検査が

求められる場合が多い。 

 

4. 心不全オプション 

 加齢に伴い、心不全の有病率は高くなるため、在

宅医療を受ける高齢者においては、心不全を診る機

会が多い。 

・NT-proBNP 

心不全の診断や重症度の評価に非常に有用な指

標であり、血清で測定可能である。ただし、腎排泄

型であるため、腎機能障害（eGFR＜30ml/min/1.73m2）

を認める場合は、NT-proBNPよりもBNPの測定が推

奨される。 

・同時に測定すべき項目 

ヘモグロビン（Hb）および電解質（特に Na、K）

も測定する。 
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Ｅ．結論 

在宅医療では、患者それぞれの状態や希望に応じ

た柔軟な対応が求められ、画一的な検査ではなく、

基準に基づきながらも、患者一人ひとりの状況に合

った個別化された臨床検査の実施が肝要である。こ

れを前提に、在宅医療の特性と診療の状況を考慮し、

在宅医療における基本的検査セットを策定した。今

回の、セットは、現時点における提案であり、今後、

検査の品質管理の議論や診療の向上等に関するた

たき台となっていくことを期待する。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

 特になし 

2．学会発表 

 特になし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む。） 

1. 特許取得 

 特になし 

2. 実用新案登録 

 特になし 

3.その他 

 特になし 
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 厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

令和６年度 分担研究報告書 

臨床検査の品質保証のための多職種向けチェックリストの作成 

研究分担者  坂本 秀生  神戸常盤大学 保健科学部医療検査学科       教授 

研究分担者  井越 尚子  女子栄養大学 栄養学部保健栄養学科        教授 

研究分担者  高崎 昭彦  四日市看護医療大学 看護医療学部臨床検査学科   教授 

研究分担者  北井真紀子  四日市看護医療大学 看護医療学部看護学科     講師 

研究分担者  山中  崇  東京大学大学院医学系研究科 在宅医療学講座    特任教授 

研究代表者  小谷 和彦  自治医科大学 地域医療学センター地域医療学部門  教授 

研究要旨 

一般に、在宅医療は医師、看護師、薬剤師等の多職種による連携で実施されている。実際、検体採取をはじめと

する臨床検査業務に多職種が関与し得る。また、平成 30 年 12 月に施行された医療法等の一部を改正する法律

（平成29年同法第57号）では、検体検査に関する精度管理についての努力義務が課された。医師、臨床検査技

師、助産師（助産施設の場合）が精度管理の責任者になる。ただし、検体検査の実施に業務独占はなく、検査の

実施者に国家資格は必要ない。つまり、臨床検査の品質確保には、多職種に共通した理解が必要である。多職種

のその理解に基づいた、品質確保に向かうためのチェックリストを作成することにした。   

まず、多様な職種の参加が見込める日本在宅医療連合学会大会（令和6年7月開催）への参加者に会場で聞き

取った集計を分析した。精度管理ならびに精度管理に用いる校正やコントロール（試薬）という用語の意味を知

っているかどうかについて調べた。次いで、その用語の意味の理解の程度や、研究分担者らの経験を踏まえて、

多職種に理解され、基本的な検査項目に対応して活用されるレベルになるようにチェックリストを試作した。 

153施設（153人）からの集計結果では、精度管理、また校正・コントロールの用語の意味に対する認知度は、

病院（24施設）の場合でそれぞれ66.7％、54.2％、診療所（103施設）で48.5％、43.7％、訪問看護ステーショ

ンと介護施設（26施設）で19.2％、7.7％であった。職種別には、医師（72人）でそれぞれ62.5％、54.2％、看

護師（78人）で41.8％、30.0％、臨床検査技師（3人）で100.0％、100.0％であった。 

 これらをもとに、簡易性を主眼にした精度管理の基本的事項に対するカスケード方式のリストと、品質確保を

念頭に置いたチェックボックス方式のリストを作成した。後者では、多職種が関わる測定前から測定時や測定後

までの工程の事項（例えば検体採取時の注意点）をリスト内に含めて、有効に活用されることを期待した。これ

らのリストの使用意義や改良は、今後の検討事案である。 

Ａ．研究目的 

病院での臨床検査では精度管理をはじめとする品

質確保が広く実施されている。在宅医療においても

各種の臨床検査が実施されているが、その品質確保

についてはあまり検討されていない現状である。 

一般に、在宅医療は医師、看護師、薬剤師等の多

職種による連携で実施される。実際、検体採取をは

じめとする臨床検査業務に多職種が関与し得る。ま

た、平成30年12月に施行された医療法等の一部を

改正する法律（平成29年同法第57号）では、検体

検査に関する精度管理についての努力義務が課され

た。医師、臨床検査技師、助産師（助産施設の場合）

が精度管理の責任者になる。ただし、検体検査の実

施に業務独占はなく、検査検査の実施者に国家資格

は必要ない。つまり、臨床検査の品質確保には、多

職種による共通の理解が必要である。 

そこで、今回、多職種の精度管理に関する認識を

調べ、その理解を踏まえて、多職種が品質確保に向

かうためのチェックリストを作成することにした。

このリストによって、多職種の品質確保が進み、在

宅医療での質的な向上がはかられることを目指す。 

 

Ｂ．研究方法 

1）精度管理に関する用語の認知 
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在宅医療を実践したり関わったりする者が参集す

る、日本在宅医療連合学会大会（2024 年 7 月 20～

21 日）の会場において、同学会参加者に対して聞き

取りが行わた。精度管理ならびに精度管理に用いる

校正やコントロール（試薬）という用語の意味を知

っているかどうかについて聞いた際の集計結果を分

析した。 

2）チェックリストの作成 

用語の意味の理解の程度や、研究分担者らの経験

を踏まえて、多職種に理解され、基本的な検査項目

に対応して活用されるレベルになるようにチェック

リストを試作した。 

 

（倫理面への配慮） 

この分析については、自治医科大学附属病院医学

系倫理審査委員会での承認（臨大24-076）を受けて

実施した。 

 

Ｃ．結果 

1）精度管理に関する用語の認知 

 全体で 153 施設（153 人）からの聞き取りの集計

を分析した。精度管理という用語の意味に対する認

知の程度は46.4％、また校正・コントロールの用語

の意味に対する認知の程度は39.2％であった。 

施設種別では、精度管理という用語の意味に対す

る認知の程度は、病院（24施設）で66.7％、診療所

（103施設）で48.5％、訪問看護ステーションと介

護施設（26施設）で19.2％であった。また、校正・

コントロールの用語の意味に対する認知の程度は、

病院で54.2％、診療所で43.7％、訪問看護ステーシ

ョンと介護施設で7.7％であった（図1）。 

  

職種別では、精度管理という用語の意味に対する

認知の程度は、医師（72人）で62.5％、看護師（78

人）で41.8％、臨床検査技師（3人）で100.0％であ

った。また、校正・コントロールの用語の意味に対

する認知の程度は、医師で54.2％、看護師で30.0％、

臨床検査技師で100.0％であった（図2）。 

 

 

 

2）チェックリストの作成 

 これらをもとに、専門用語の使用を可能な限り回

避するとともに解説し、簡易性を主眼にした精度管

理の基本的事項に対するカスケード方式のリスト

（図 3）と、品質確保を念頭に置いたチェックボッ

クス方式のリスト（図4）を作成した。後者では、多

職種が関わる測定前から測定時や測定後までの事項

（例えば検体採取時の注意点）もリスト内に含めて、

有効に活用されることを志向した。 
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図3 精度管理のためのチェックリスト（カスケード方式） 
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図4 品質保証のためのチェックリスト（チェックボックス方式） 
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Ｄ．考察 

在宅医療の臨床検査においては、診療の質的向上

のために、多職種の共通した理解のもとで実施され

ることが望まれる。多職種が関わる在宅医療である

が、特に臨床検査の専門家の参加は多くない。臨床

検査の精度管理をはじめとする品質確保への取り

組みは課題と言える。 

精度管理に関する用語の認知度は必ずしも高い

とは言えず、その課題を反映しているようであった。 

また、在宅医療の実施において診療所は重要な役割

を果たす。特に診療所の精度管理に関しての認知に

対する推進策は求められよう。 

臨床検査の品質確保のための仕組みづくりとし

て、今回、チェックリストを作成した。これは多職

種で使用できるレベルを考慮して試作された点で

意義があると思われる。また、多職種が関わる測定

前から測定時や測定後までの工程の事項をリスト

内に含めた点も有意義である。これらのリストの使

用具合や、それに基づく改良は、今後の検討事案で

ある。 

 

Ｅ．結論 

多職種が、臨床検査の精度管理を理解し、品質確

保に取り組むには、推進策が必要な状況にあると考

えられる。この現状を踏まえて、多職種が品質確保

に向かうためのチェックリストを作成した。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

① 坂本秀生、井越尚子、高崎昭彦、北井真紀子、

山中崇、小谷和彦. 在宅医療における臨床検

査実施に関する実態報告～臨床検査専門家が

関与する必要性への示唆～臨床検査学教育 

17(1):23-29. 2025. 

② 坂本秀生、松原大輔、小谷和彦. 在宅医療に

おけるPOCTの精度・品質の保証. 地域ケアリ

ング 27(5): 93-96.2025. 

③ 坂本秀生、小谷和彦. 在宅医療における測定

前検体の取り扱いに関する留意点. 医療と検

査機器・試薬 48(2): 2025（印刷中）. 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
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